
動物の輸出入検疫速報（令和元年5月分）

(単位：頭、羽）

用　途 輸　入 輸　出
　乳用繁殖用 616 -
　肉用繁殖用 - -
　肥育用 1,409 -
　と畜場直行用 - -
　その他 - -
　繁殖用 17 -
　その他 - -

　めん羊 - -
　山羊 - -

　その他の偶蹄類 - -

　繁殖用 2 -
　乗用 14 -
　競走用 10 1
　肥育用 221 -
　と畜場直行用 - -
　その他 - -

　その他の馬科 - -

　うさぎ 3 4

　鶏 - -
　うずら - -
　だちょう - -
　七面鳥 - -
　あひる - -
　がちょう - -
　その他のかも目の鳥類 - -
　きじ - -

　ほろほろ鳥 - -

　初生ひな（鶏） 41,112 -

　初生ひな（その他） - -

　種卵（個） - 35,880

　蜜蜂（群） - -

　指定検疫物以外の動物（注２） 12,935

　犬 688 533
　猫 163 154
　あらいぐま - -
　きつね 3 -

　スカンク - -

　サル 1,088

（資料）動物検疫所調べ
（注）１　解放頭羽数ベースの速報値のため、数値が変更となることがある。
　　　２　家畜伝染病予防法第４５条第１項第１号に基づく検査を実施した動物。

　馬

　牛

　豚



骨 砕骨 蹄角 骨腱 蹄角粉 その他の骨 計

1,870,103 1,617,535 66,316 40,049 - - 3,594,003

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 鹿肉
その他の
偶蹄類肉

加熱処理牛肉

60,406,582 110,368,415 2,743,776 26,952 88 - 200,432

加熱処理豚肉
加熱処理

その他の偶蹄類
ハム 加熱処理ハム ソーセージ

加熱処理
ソーセージ

ベーコン

1,073,029 - 188,397 37,710 1,688,153 925,614 186,683

加熱処理
ベーコン

馬肉 うさぎ肉 家きん肉 犬肉
非加熱

その他の肉
加熱処理

その他の肉

9,431 566,463 2,838 48,278,299 - 715,487 3,402,000

加熱処理
家きん肉

加熱処理
その他の家きん

計

37,663,277 2,911,072 271,394,698

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
加熱処理
牛の臓器

加熱処理
豚の臓器

加熱処理その他
の偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の
臓器

122,014 56,932 3,749 - - - 58,338

消化管等
加熱処理
消化管等

ケーシング 脂肪
非加熱

その他の臓器
加熱処理

その他の臓器
加熱処理

家きん臓器・消化管等

3,325,829 - 387,960 4,989,958 457 - 424,970

加熱処理その他
の家きん臓器

計

- 9,370,208

食用殻付卵 液卵 その他の卵 計

- 544,114 2 544,116

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 鹿皮
その他の

偶蹄類の皮
馬皮

2,541,397 108,516 14,752 - 23,386 - 115,624

うさぎ皮 犬皮 その他の皮 計

22,786 - - 2,826,462

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 鹿毛
その他の

偶蹄類の毛
馬毛

- 3,040 - 4,828 - 1,050 7,016

うさぎ毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

1,000 115,023 - 5,428 137,385

チーズ バター
偶蹄類動物の飼

料用乳製品
 その他の乳製品 計

29,031,719 1,685,524 5,968,624 4,478,741 41,164,609

血粉 肉粉 肉骨粉 皮粉・羽毛粉 計

221,310 4,800 - - 226,110

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

76,955 249 - 0

穀物のわら 飼料用の乾草 その他 計

17,916,780 - 253,210 18,169,990

総計

347,427,581

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

　　また、数量については、ことわりのない限り、Kg集計できるもののみを集計している。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家きん、うさぎ、犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉、臓器」には、餃子やピザなど肉（臓器）を含む調製品である。

１０．総計に「その他の畜産物」は含めない。

１１．類別の計は、集計対象が無い場合「０」と記す。

７．「加熱処理牛肉、加熱処理豚肉、加熱処理その他の偶蹄類」、「加熱処理ハム、加熱処理ソーセージ、加熱処理ベーコン」は
　　農林水産大臣の指定した施設で農林水産大臣の定める基準に従い加熱処理がなされたもの。なお、家きん肉由来のものは含まない。

８．「加熱処理家きん肉」は、農林水産大臣の指定した施設で農林水産大臣の定める基準に従い加熱処理がされた、鶏、うずら、きじ、だちょ
　　う、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の鳥類由来の肉、ハム、ソーセージ、ベーコンである。

９．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

皮類

毛類

ミール類

その他
畜産物

わら類

３．「家きん肉」は、鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょう、その他のかも目の
　　鳥類由来の肉、ハム、ソーセージ、ベーコン。

乳製品類

　輸入畜産物検疫数量速報（令和元年5月分） （単位：Kg）

骨類

肉類

臓器類

卵類



骨 砕骨 蹄角 骨腱 生骨粉 加熱処理骨粉 蹄角粉

213 - - 3 - - -

その他の骨 計

- 216

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 鹿肉
その他の
偶蹄類肉

ハム

277,139 291,457 - - 7 - 78

ソーセージ ベーコン 馬肉 うさぎ肉 家きん肉 犬肉 その他の肉

140 66 - - 958,176 - 44,634

計

1,571,697

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
偶蹄類以外の

臓器
消化管等 ケーシング 脂肪

7 - 0 86 26,922 - -

非加熱
その他の臓器

計

- 27,016

殻付卵 液卵 その他の卵 計

836,926 1,876 9,557  848,359

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 鹿皮
その他の

偶蹄類の皮
馬皮

1,187,691 4,725,274 - - - - -

うさぎ皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 5,912,965

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 鹿毛
その他の

偶蹄類の毛
馬毛

- - - 20 - - 20

うさぎ毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

- 42,737 - 4,659 47,436

チーズ バター
偶蹄類動物の飼

料用乳製品
その他の
乳製品

計

407 31,106 - 86,536 118,048

血粉 肉粉 肉骨粉 皮粉・羽毛粉 計

- - - - 0

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

- - 0 0

総計

8,525,736

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

　　また、数量については、ことわりのない限り、Kg集計できるもののみを集計している。

２．携帯品・郵便物として輸出されたものは除く。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家きん、うさぎ、犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．総計に「その他の畜産物」は含めない。

７．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

８．類別の計は、集計対象が無い場合「０」と記す。

ミール類

３．「家きん肉」は、鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょう、その他のかも目の
　　鳥類由来の肉、ハム、ソーセージ、ベーコン。

臓器類

その他
畜産物

卵類

皮類

　輸出畜産物検疫数量速報（令和元年5月分） （単位：Kg）

骨類

肉類

毛類

乳製品類


